
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豆田ゆうこの 9 月議会報告 

一般質問から 

提案：通級指導教室の送迎に第 3者の手を借りること 

 

福津市の通級指導教室は、神興小学校に 2室あります。週 1回（90分）

通級し、その子にあった指導を受けます。保護者の送迎が必要とされてい

るため、送迎が出来ずに指導を受けることを諦めている子どもがいます。 

送迎をしている保護者は、仕事を休むなり無理をして毎週決まった時

間を確保しなくてはなりません。 

一人親世帯では、仕事を失うことも考えられます。送迎が出来ずに、指

導を受けることを諦めている現状がありました。また、現在利用している

家庭でも無理をして送迎しているところもあります。中学校は、在籍校で

受けられる巡回指導なので送迎の心配はありません。そこで、送迎に第三

者の手を借りることを提案しました。 

 

答弁 

安全性の確保や指導のフィードバックなどを考え原則保護者としてい

るが、第三者も可能であり保護者に選択してもらう。ファミリーサポート

もその一つであり保護者が選択してくれたらいい。 

 

 

 

教育基本法では、「等しくその能力に応じた教育を 

受ける機会を与えなければならない・必要な支援 

を講じなければならない」「経済的理由によって修 

学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなけれ 

ばならない」とされています。 

 

議案から 

◇補正予算  全員賛成により可決 

・生理用品の設置（3月議会請願採択分） 

 請願が採択されたことによる措置。 

 公共施設 7か所と市内小中学校のトイレに生理用品がおかれます。 

・キャッシュレス消費喚起 

 昨年度も実施された「買って、食べて、福津を 楽しもう！最大 20％戻

ってくるキャンペーン」が今年度も！ 

期間：2024年 1月 5日～1月 31日 

市内の対象店舗で買い物をして PayPayで支払いする 

⇒約 1か月後に PayPayのポイントで戻ってくる！ 

◇宮司運動ホール条例制定 

・宮地嶽神社第 1駐車場奥にある宮司公民館ホール（通称：宮司体育館）

を新設小学校が開設されるまでの間、運動ホールとして使用します 

 

子育てを助けてくれるファミリーサポートがあります。 
現在でも学童の送迎などもやっています。 

ファミサポとコラボできます。 

 

請願 

◇子どもの権利に関する条例の制定を求める請願 署名 1250筆 

 福津市には、子どもの権利に関する条例がありません。 

 平成 26年 9月議会に「こども条例」が行政より提案されましたが、否

決されています。ふくおか市民政治ネットワークも反対しました。 

理由は、現状から何ら変わらない内容だったためです。子どもの権利侵

害に対する救済機関が何もありませんでした。 

今回の請願は、「権利救済機関を設けること」や「子どもの参加をすす

めること」を求めています。 

今度こそ権利条約に沿った内容になることを期待しています。  

ネット賛成⇒全員賛成により採択 

◇公共交通事業者事業継続支援に関する請願 

 交通弱者にとって公共交通は大事な交通手段です。 

ネット賛成⇒全員賛成により採択 

 


